
会計年度任用職員制度の主な概要 

会計年度任用職員 非常勤職員（現行） 

任用根拠 
地方公務員法第 22条の 2 
（改正法施行後）

地方公務員法第 3条 3項

職の区分 一般職 特別職

職務内容 

「相当の期間任用される

職員」をつけるべき職務

以外の職務

臨時的・補助的業務または

特定の学識・経験を

必要とする職務

任  期 
一会計年度を

超えない範囲
原則１年以内

任用権限 人事委員会 任命権者

報酬 
原則、常勤職員の給料表を

適用して決定
職務に応じて決定

期末手当 支給可 支給不可

区における 

任用状況 
－ 1,313人（H31.4.1現在）

総 務 委 員 会 資 料 

令和元年７月１日 

総 務 部 人 事 課 
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出典：総務省ホームページ


